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～子ども・子育て支援新制度について～

子ども・子育て意見交換会



子ども・子育て支援新制度

【平成２４年８月】

•子ども・子育て関連３法の成立

【平成２５年４月～平成２７年３月】

•子ども・子育て支援事業計画の策定、関係条例等の制定

【平成２７年４月～】

•子ども・子育て支援新制度スタート
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・子ども・子育て支援法
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
・子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

・流山市子ども・子育て会議の設置

・ニーズ調査の実施

≪新制度のポイント≫ ・質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供

・保育の量的拡大・確保（待機児童解消、地域の保育を支援）

・地域の子ども・子育て支援の充実

今回の意見交換
会では、４つの条
例（案）を示します。

計画は、後日、パ
ブリックコメントで
ご意見を募ります。



施設型給付及び地域型保育給付の創設
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・幼稚園 ・ 保育所 ・ 認定こども園 でバラバラだった財政支援を「施設型給付」で一本化しま
す。
※私立幼稚園については、新制度に移行せずに現行制度どおりとすることも可能です。

・地域型保育事業への給付である「地域型保育給付」を創設することで、地域の状況に合わせた
保育の場を提供します。

《現行制度》 《新制度》

【幼稚園】

私学助成

【保育所】

保育所
補助金

【認定こども園】

安心こども基金

【幼稚園・保育所・認定こども園】
施設型給付

※私立幼稚園は現行制度どおり
もあります。

【地域型保育事業】

地域型保育給付

入所の手続
きはＰ１０で
説明します。

新 しい保育
サービスです。
Ｐ６で説明し
ます。



新制度における保育所
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○保育所

・保育を提供

・県の認可

・保育所補助金

・応諾義務（正当な理
由のない受け入れ拒否
の禁止）

・利用者負担は市が定
める保育料（所得税額
により額が変わります）

○新制度における保育所

・保育を提供 ・県の認可、市の確認 ・施設型給付

・応諾義務（正当な理由のない受け入れ拒否の禁止）

・利用者負担は市が定める保育料（市民税額により額が変わります）

○保育所型認定こども園

・教育と保育を提供 ・県の認可、市の確認 ・施設型給付

・応諾義務（正当な理由のない受け入れ拒否の禁止）

・利用者負担は市が定める保育料（市民税額により額が変わります）

○幼保連携型認定こども園

・教育と保育を提供 ・県の認可、市の確認 ・施設型給付

・応諾義務（正当な理由のない受け入れ拒否の禁止）

・利用者負担は市が定める保育料（市民税額により額が変わります）

【現行制度】 【新制度】



新制度における幼稚園

5

○幼稚園

・教育を提供

・県の認可

・私学助成

・幼稚園就園奨励費

・建学の精神に基づく
選考

・利用者負担は施設設
置者が設定

○新制度に移行しない幼稚園

・現行制度の幼稚園に同じ

○新制度に移行する幼稚園

・教育を提供 ・県の認可、市の確認 ・施設型給付

・応諾義務（正当な理由のない受け入れ拒否の禁止）

・利用者負担は市が定める保育料（市民税額により額が変わります）

○幼稚園型認定こども園

・教育と保育を提供 ・県の認可、市の確認 ・施設型給付

・応諾義務（正当な理由のない受け入れ拒否の禁止）

・利用者負担は市が定める保育料（市民税額により額が変わります）

○幼保連携型認定こども園

・教育と保育を提供 ・県の認可、市の確認 ・施設型給付

・応諾義務（正当な理由のない受け入れ拒否の禁止）

・利用者負担は市が定める保育料（市民税額により額が変わります）

【現行制度】 【新制度】



地域型保育事業 （新たな保育サービスです）
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事業 規模 場所

家庭的保育事業 ５人以下 家庭的保育者の居宅等のスペース

小規模保育事業

Ａ型
６人以上
１９人以下

多様なスペースＢ型
６人以上
１９人以下

Ｃ型
６人以上
１０人以下

居宅訪問型保育事業 １対１ 利用する保護者・子どもの居宅

事業所内保育事業

保育所型 ２０人以上

事業所等のスペース

小規模型 １９人以下



認定こども園制度の改善
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幼保連携型

認可幼稚園と認可保育所が、連携し
て運営を行う

幼稚園型

認可幼稚園が、保育に欠ける子ども
のための保育時間を確保するなど、
保育所的な機能を果たす

保育所型

認可保育所が、保育に欠けない子
どもも受け入れるなど、幼稚園的な
機能を果たす

地方裁量型

幼稚園・保育所いずれの認可もない
施設が、認定こども園として必要な
機能を果たす

類型 現行制度 新制度

幼稚園 ＋ 保育所

（学校） （児童福祉施設）

幼稚園 ＋ 保育所

（学校） 機能

幼稚園 ＋ 保育所

機能 （児童福祉施設）

幼稚園 ＋ 保育所

機能 機能

幼稚連携型認定こども園

（学校及び児童福祉施設）

・施設体系は現行制度のまま

・財政措置を施設型給付に一本化

※「保育所型」、「地方裁量型」は
従前どおり

・株式会社の参入が可能

・学校法人としての位置づけなし

※設置主体：国、自治体、学校法人、
社会福祉法人

※設置主体：国、自治体、学校法人

※設置主体：制限なし

・幼稚園は学校教育法、保育所は
児童福祉法に基づく認可
・それぞれバラバラの財政措置

・改正認定こども園法に基づく単一
の認可
・指導監督の一本化
・財政措置を施設型給付に一本化
※設置主体：国、自治体、学校法人、
社会福祉法人

流山市でも整備を検討していきます。



地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実
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・すべての子育て家庭を支援していくために、「地域子育て支援拠点」や「一時預かり」など（全１３
事業）の地域の子ども・子育て支援を充実していきます。

地域子育て支援拠点
・子育て支援センター

・地域の身近なところで、気軽に親
子の交流や子育て相談ができる
場所

学童クラブ

・保護者が就労などで保育
できない児童を放課後に預
かる

・運営や設備に関する基準
の条例化

利用者支援

・各家庭のニーズに適し
た、幼稚園・保育所など
の施設、地域の子育て支
援を利用できるように、情
報の提供、相談の対応を
行う

一時預かり

・急用や短期のパート
就労など、各家庭の
様々なニーズに対応

妊婦健康診査 ・ 乳児家庭全戸
訪問事業 ・ 養育支援訪問事業、
子どもを守る地域ネッ トワーク事
業 ・ 子育 て短期支援事業 ・
フ ァ ミ リー ・サポー ト ・ セ ン ター事
業 ・ 延長保育事業 ・ 病児保
育事業 ・ 実費徴収に係る補足
給付を行う事業 ・ 多様な主体が
本制度に参入することを促進する
事業



支給認定区分

9

認定区分 区分（保育必要量） 該当者 主に利用する施設・事業

１号認定 教育標準時間
満３歳以上で保育を必要
としない場合

幼稚園・認定こども園

２号認定

保育標準時間
（８～１１時間）

満３歳以上で保育を必要
とする場合

保育所・認定こども園
保育短時間
（ ～８時間）

３号認定

保育標準時間
（８～１１時間）

満３歳未満で保育を必要
とする場合

保育所・認定こども園
・地域型保育

保育短時間
（ ～８時間）

・新制度では、教育・保育を利用する子どもについて３つの認定区分が設けられます。

※保育を必要とする要件は、市が条例等で定めます。



新制度における保育の利用のイメージ
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保
育
の
必
要
性
の
認
定
の
申
請

※
≪

保
護
者≫

保
育
の
必
要
性
の
認
定
・認
定
証
の
交
付

※
≪

市
町
村≫

保
育
利
用
希
望
の
申
込
み

≪

保
護
者≫

利
用
調
整

≪

市
町
村≫

利
用
可
能
な
施
設
の
あ
っ
せ
ん
・要
請
な
ど

≪

市
町
村≫

保護者と市町
村の契約

保護者と施設・
事業者の契約

保
育
の
利
用

同時に手続きが可能

【公立・私立保育所】

【認定こども園
・地域型保育】

＊「保育料は市町
村へ支払い」

＊「保育料は施設・
事業者へ支払い」

※現在入園している利用者が新制度へ移行する場合、事前の簡素な認定手続きを検討しています。



幼稚園（認定こども園）の利用のイメージ
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市町村
事業者

（幼稚園・認定こども園）
利用者
（保護者）

１ 園児募集 応募

２ 入園の内定

３ 申請の受理 １号認定の申請

４ 認定・認定証の交付 認定証の受領

５ 利用契約の締結

６ 教育・保育の利用

必要に応じて
利用支援

※現在入園している利用者が新制度へ移行する場合、事前の簡素な認定手続きを検討しています。

認定の申請・認
定証の受領は園
を通じた簡素な
手続きを検討 ※

※現行制
度どおり
を選択し
ている幼
稚園は認
定手続き
はありま
せん。



新制度に関連する条例等について
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従うべき基準

・必ず適合しなければならない基準。条例の内容は、法令
の「従うべき基準」に従わなければならない。

・異なる内容を定めることは許容されない。基準に従う範囲
内で、地域の実情に応じて内容を定めることは許容。

参酌すべき基準

・十分参照しなければならない基準。条例の制定に当たっ
ては、法令の「参酌すべき基準」を十分参照した上で判断し
なければならない。

・十分参照した結果であれば、地域の実情に応じて異なる
内容を定めることを許容。

・国の定める基準に基づき、市では新制度に関連する基準を条例等で定めなければなりません。

・平成２６年度後半から新制度に関連する事務手続きを開始することから、平成２６年９月市議会
での条例等制定を予定しています。（新制度における利用者負担額については、国の公定価格の
決定を踏まえ平成２６年度終盤に条例等で制定予定）

《国の定める基準について》



意見交換会を実施する条例（案）
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○（仮称）流山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例（案）

地域の実情に応じた保育を提供するため、少人数の子どもを保育する「地域型保育事業」
を市の認可事業として位置づけ、その設備・運営に関する基準を市が条例で定めます。

○（仮称）流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例（案）

「放課後児童健全育成事業」＝「学童クラブ」の職員や施設・設備についての基準を市が条
例で定めることで質の向上を図ります。

○（仮称）流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する条例（案）

新制度では、施設・事業者が給付を受けるためには、認可基準に加え、市町村が条例で定
める運営に関する基準を満たさなくてはなりません。

○（仮称）流山市保育の必要性の認定に関する条例（案）

新制度では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性、保育
必要量（保育標準時間・保育短時間）を認定します。


